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○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
十
二
号 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
四
十
四
条
第
三
項
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
関
す
る
報
告
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
別
に
定
め
る
場
合
及
び
そ
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
し
、
当
分
の
間
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長 

手
塚 
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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
十
四
条
第
三
項
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特 

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等 

に
関
す
る
報
告
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
別
に
定
め
る
場
合
及
び
そ
の
方
法
を
定
め
る
件 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
四
十
四
条
第
三
項
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
関
す
る
報
告
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
別
に
定
め
る
場
合
及
び
そ
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
の
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
第

一
号 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
態

の
う
ち
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
事
案
（
「
サ
イ

バ
ー
攻
撃
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
の

報
告
手
続
等
に
関
す
る
申
合
せ
」
（
令
和
七

年
五
月
二
十
八
日
関
係
省
庁
申
合
せ
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
関
係
省
庁
申
合
せ
」
と

い
う
。
）
２
．
（
１
）
に
規
定
す
る
ラ
ン
サ

ム
ウ
ェ
ア
事
案
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
報
告
を
行
う
場
合 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

又
は
関
係
省
庁
申
合
せ
別
添
様
式
２
を
提
出
す
る
方
法 
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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
第

二
号 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
態

の
う
ち
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
事
案
に
係
る
報

告
を
行
う
場
合 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一

に
よ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
方
法
又
は
関
係
省
庁
申
合
せ
別

添
様
式
２
を
提
出
す
る
方
法 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
三

項 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
四
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
態
の
う
ち
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
事
案
に
係

る
報
告
を
行
う
場
合 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又

は
関
係
省
庁
申
合
せ
別
添
様
式
２
を
提
出
す
る
方
法 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十

九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項

に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏

え
い
等
に
関
す
る
報
告
等
に
関

す
る
規
則
第
三
条
第
三
項 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ

く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
関
す
る
報

告
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
事
態
の
う
ち
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ

ア
事
案
に
係
る
報
告
を
行
う
場
合 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
関
す
る
報
告

等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又
は
関
係
省
庁
申
合
せ
別
添
様
式

２
を
提
出
す
る
方
法 

 


